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号

令

和

二

年

九

月

四

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

農
業
経
営
課)

四
四
五
ペ
ー
ジ

告

示

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効

(

薬
務
水
道
課)

四
四
六

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

四
四
六

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
四
六

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
人

事

課)

四
四
七

公

示

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

四
四
七

規

則

岐
阜
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
号

岐
阜
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
二
百
三
十
四
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

及
び
農
業
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村(

以
下｢

市
町
村｣

を｢

又
は
農
業
共
済
組
合
か

ら
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者(

以
下｢

受
託
者｣

に
改
め
、｢

(

市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
当
該
共
済
事

業
に
係
る
業
務
又
は
会
計
。
以
下
同
じ
。)｣

を
削
る
。

第
六
条
中｢

責
任
者｣

を｢

理
事(

受
託
者
に
あ
っ
て
は
、
監
事
等
以
外
の
役
員
。
以
下
同
じ
。)

そ
の
他
の
責
任
者｣

に
改
め
る
。

第
九
条
及
び
第
十
条
第
一
項
中｢

責
任
者｣

を｢

理
事
そ
の
他
の
責
任
者｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中｢

一
に｣

を｢

い
ず
れ
か
に｣

に
、｢

に
は
、
検
査
員
は｣

を｢

に
お
い
て
、
検
査
員

は
、｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

責
任
者｣

を｢

理
事
そ
の
他
の
責
任
者｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号

中｢
前
号
ま
で｣

を｢

前
各
号｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中｢

を
終
了
す
る
に
際
し
て
、
農
業
共
済
組
合
に
あ
っ
て
は
責
任
者
及
び
監
事
に
、

市
町
村
に
あ
っ
て
は
責
任
者
及
び
監
査
委
員｣

を｢

の
終
了
に
際
し
、
理
事
及
び
監
事
又
は
そ
の
他
の

責
任
者｣

に
改
め
、｢

口
頭
を
も
っ
て｣

を
削
り
、｢

責
任
者
又
は
監
事
若
し
く
は
監
査
委
員｣

を｢

理

事
及
び
監
事｣

に
、｢
そ
れ
に
つ
い
て
の｣

を｢

当
該
講
評
に
対
す
る｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中｢
認
め
ら
れ
る｣

を｢

認
め
る｣

に
、｢

農
業
共
済
組
合
に
あ
っ
て
は
組
合
長
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理
事
、
市
町
村
に
あ
っ
て
は
市
町
村
長｣

を｢

こ
れ
を
理
事｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

組
合
長
理

事
に
対
し
て
は｣

を｢

理
事
に
対
し
、｣

に
改
め
、｢

、
市
町
村
長
に
対
し
て
は
同
法
第
二
百
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
必
要
な
指
示｣

を
削
り
、｢

組
合
長
理
事
又
は
市
町
村
長｣

を｢

理
事｣

に
改
め
、
同

条
第
四
項
中｢
農
業
共
済
組
合
に
あ
っ
て
は｣

を
削
り
、｢

監
事
会｣

を｢

、
監
事
会｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢市

町
村
｣

を｢受
託
者
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
が
次
の
と
お
り
指
定
の
効
力

を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

四
‐
メ
チ
ル
‐
一
‐
フ
ェ
ニ
ル
‐
二
‐(

ピ
ロ
リ
ジ
ン
‐
一
‐
イ
ル)

ペ
ン
タ
ン
‐
一
‐
オ
ン

及
び
そ
の
塩
類(

通
称
α
‐
Ｐ
ｉ
Ｈ
Ｐ
、
α
‐
Ｐ
Ｈ
ｉ
Ｐ)

２

Ｎ
‐{

一
‐[

二
‐(

フ
ラ
ン
‐
二
‐
イ
ル)

エ
チ
ル]

ピ
ペ
リ
ジ
ン
‐
四
‐
イ
ル}
‐
Ｎ
‐

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ｆ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ

ｎ
ｙ
ｌ
、
Ｆ
Ｕ
Ｅ
Ｆ)

３

二
‐(

二
・
五
‐
ジ
メ
ト
キ
シ
‐
四
‐
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル)

‐
二
‐
メ
ト
キ
シ
エ
タ
ン
ア
ミ
ン

及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ｂ
Ｏ
Ｄ
、
β
‐
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｏ
Ｘ
Ｙ
‐
２
Ｃ
‐
Ｄ)

４

Ｎ
‐
フ
ェ
ニ
ル
‐
Ｎ
‐[

一
‐(

二
‐
フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル)

ピ
ペ
リ
ジ
ン
‐
四
‐
イ
ル]

‐
二

‐
メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ｉ
ｓ
ｏ
ｂ
ｕ
ｔ
ｙ
ｒ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｙ

ｌ)

５

[

一
‐(

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル)

‐
一
Ｈ
‐
イ
ン
ド
ー
ル
‐
三
‐
イ
ル]

(

四
‐
メ
ト
キ

シ
ナ
フ
タ
レ
ン
‐
一
‐
イ
ル)

メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ｃ
Ｈ
Ｍ
‐
〇
八
一)

二

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
。

三

指
定
の
効
力
を
失
う
日

令
和
二
年
九
月
五
日

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

飛�
市
宮
川
町
小
谷
字
岩
平
二
九
の
一
・
三
〇
・
三
一
の
一(

以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
飛�
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
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県
道

道
路
の
種
類

関
本

巣
線

路
線
名

関
市
千
疋
字
西
柳
原
一
〇
六

一
番
一
地
先
か
ら

同
市
同

字
同

一
〇
六

四
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
十
二
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
都
市
政
策
課
の
表
一
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

国
の
行
う
国
土
調
査
の
実
施

の
方
法
に
対
す
る｣

を｢

規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中｢

国
の｣

を｢

規
定
に
よ
る｣

に

改
め
、
同
欄
第
三
号
中｢

市
町
村
等
の
行
う
国
土
調
査
の｣

を｢

規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
欄
第
四

号
中｢

特
定
計
画
に
関
す
る｣

を｢

規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
欄
第
五
号
中｢

地
籍
調
査
に
関
す
る

県
計
画｣

を｢

規
定
に
よ
る
計
画｣

に
改
め
、
同
欄
第
六
号
中｢

地
籍
調
査
に
関
す
る
県
計
画
に
基
づ

く｣

を｢

規
定
に
よ
る｣

に
、｢

国
土
交
通
大
臣
へ
の｣

を｢

規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
欄
第
七
号

中｢

実
施
計
画｣

を｢

規
定
に
よ
る
実
施
に
関
す
る
計
画｣

に
、｢

並
び
に
国
土
交
通
大
臣
へ
の｣

を

｢

及
び｣

に
改
め
、
同
欄
第
八
号
中｢

事
業
を
行
う
者
へ
の
国
土
調
査
の
実
施
の｣

を｢

規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
欄
第
九
号
中｢

市
町
村
等
へ
の｣

を｢

規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
欄
第
十
号
中｢

国
土

調
査
に
関
す
る
重
要
事
項
の
国
土
利
用
計
画
審
議
会｣

を｢

規
定
に
よ
る
審
議
会
等｣

に
改
め
、
同
欄

第
十
一
号
中｢

の
国
土
調
査
の
成
果(

地
図
及
び
簿
冊
を
い
う
。)

の｣

を｢

及
び
第
二
十
一
条
の
二

第
三
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、｢

及
び
同
条
第
三
項
の
修
正｣

を
削
り
、
同
欄
第
十
二
号
中｢

国

土
調
査
の
実
施
に
関
す
る
事
務｣

を｢

規
定
に
よ
る
報
告
の
請
求
又
は
勧
告｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄

第
十
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

12

法
第
十
七
条
第
三
項(

法
第
二
十
一
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の

規
定
に
よ
る
地
図
及
び
簿
冊
の
修
正

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員
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土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

富
加
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

令
和�･�･��
理
事

服

部

勝

治

加
茂
郡
富
加
町
加
治
田

九
二
八
番
地

同

佐

藤

正

明

加
茂
郡
富
加
町
滝
田

一
三
四
八
番
地

同

天

池

幸

雄

加
茂
郡
富
加
町
加
治
田

一
〇
四
番
地

同

渡

邉

謙
太
郎

加
茂
郡
富
加
町
高
畑

六
一
九
番
地
八

監
事

井

戸

順

治

加
茂
郡
富
加
町
加
治
田

一
五
六
九
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

富
加
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

令
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